
8広報ひの

　

平
成　

年
度
末
現
在
の
町
の
生

１８

活
排
水
の
普
及
状
況
は
、
公
共
下

水
道
の
加
入
率
が　

･
６
㌫
、
農

７２

業
集
落
排
水
の
加
入
率
は　

・
３

７０

㌫
。
ま
た
、
生
活
排
水
事
業
実
施

地
区
以
外
の
地
区
で
の
合
併
処
理

浄
化
槽
の
設
置
率
は　

・
９
㌫
と

５５

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
合
計
す
る
と
、
町
全
体

で
の
生
活
排
水
の
加
入
率
は　

・
６７

１
㌫
と
な
り
、
ま
だ
７
割
に
満
た

な
い
状
況
で
す
。　

公
共
下
水
道
・

農
業
集
落
排
水
へ
の

接
続
を

普
及
率
は　

㌫
前
後
に
と
ど
ま
る

７０

下
水
道
法
、
町
条
例
で
接
続
を
義
務
化
、
早
め
に
工
事
を

　

▼油や野菜くずを流さないで…下水管がつまる原因になります。油は新聞紙などに吸い込ませるか、専

用の薬品で固めるなどしてから可燃ごみとして出してください。

▼トイレにはトイレットペーパー以外のものを流さないで…普通のティッシュペーパーは水に溶けませ

んので、流すと下水管が詰まる原因になります。また、トイレにトイレットペーパー以外のゴミなどを

流さないようにしてください。

　

下
水
道
法
及
び
町
下
水
道
条
例

で
は
、
公
共
下
水
道
・
農
業
集
落

排
水
区
域
内
の
皆
さ
ん
に
は
、
供

用
開
始
後
３
年
以
内
に
接
続
し
て

い
た
だ
く
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
早
め
の
接
続
工
事
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
接
続
工
事
に
対
す
る
融

資
制
度
も
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に

役
場
産
業
振
興
課
ま
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

役
場
産
業
振
興
課

下
水
道
係
（
電
話　

‐
２
１
０
１
）

７２
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▼申告に必要なもの　申告には次のものが必要です。必ずご持参ください。

①印かん

②税務署から申告書が送付されている人はその申告書と、事業所得などがある人は同封の収支内訳書

③農業所得がある人は、収支内訳書と内容がわかる書類

　( 町作成の収支内訳書は、役場住民課または役場黒坂支所にありますのでご利用ください )

④給与、年金などがある人は源泉徴収票

⑤医療費控除を受ける人は、１９年中に支払った医療費の領収書と、保険などで補てんされる金額の明細書

⑥社会保険料控除がある人は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書（はがき）

⑦生命保険料控除、地震保険料控除（旧長期損害保険料）がある人は、支払った保険料の証明書

⑧住宅借入金等特別控除を受ける人は、登記簿謄本、住民票抄本、工事請負契約書、住宅取得資金に係る

借入金の年末残高等証明書

⑨公共事業で土地や家屋の買収があった人は、買取証明書

⑩山林、土地の譲渡があった人は、売買契約書

⑪還付申告の場合には、還付金の振込先の口座番号がわかるもの（本人名義の口座に限る）

　

平
成　

年
中
に
所
得
が
あ
っ
た
人
は

１９

す
べ
て
申
告
が
必
要
で
す
。
こ
の
申
告

に
基
づ
き
平
成　

年
度
の
町
県
民
税
、

２０

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
４

月
か
ら
始
ま
る
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
な
ど
の
算
定
を
し
ま
す
の
で
、
正
し

い
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
所
得

が
不
明
の
た
め
、
保
険
料
（
税
）
の
減

額
対
象
者
と
思
わ
れ
て
も
減
額
な
ど
が

受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
所
得
証
明

な
ど
の
証
明
書
が
発
行
で
き
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
期
間
中
に
必
ず
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成　

年
分
所
得
税
か
ら
住

１９

宅
ロ
ー
ン
控
除
額
を
引
き
き
れ
な
か
っ

た
人
は
、
平
成　

年
度
の
住
民
税
（
町
県

２０

民
税
所
得
割
）
か
ら
控
除
で
き
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼税務署からのお知らせ
 

所得税等の確定申告相談を、米子コンベンションセンター（ビッグシップ）で開きます。
ご自分で申告書を作ることが難しい場合にご利用ください。
　

と　き　２月１日（金）～３月１７日（月）まで（土 ･日 ･祝日は除く）
ところ　米子市末広町２９４　米子コンベンションセンター（ビッグシップ）
問合せ　米子税務署　個人課税第一部門（電話０８５９‐３２‐４１２１）

期
間
中
に
正
し
い
申
告
を
（
２
月　

日
～
３
月　

日
ま
で
）

１８

１７国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp
　ホームページ内の「確定申告

書作成コーナー ｣で、申告書な

どが簡単に作成できます。


